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和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 
  平成 25 年 9 月 9 日付プレスリリース「訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当

社と上野製薬株式会社（以下「上野製薬」といいます。）との間で訴訟が係属しておりました（以下「本

件訴訟」といいます。）が、平成 26 年 12 月 24 日、本件訴訟について裁判上の和解が成立しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

当社は、上野製薬から兵庫県三田市テクノパーク４番に所在する土地（以下「本件土地」といいます。）

を賃借し、本件土地上に当社が所有する三田工場においてレスキュラ®点眼液等の原薬を製造しており

ます。当社は、上野製薬より、本件土地に係る賃貸借契約を解除する旨の通知を受領したことから、平

成 25 年 3 月 15 日付で、大阪地方裁判所において、上野製薬を被告として、本件土地に係る当社の賃借

権の確認及び当社による本件土地の使用収益の妨害の禁止を求める訴訟を提起し、これに対して、上野

製薬が反訴として、当社に対し三田工場を収去し本件土地を明渡すこと等を求める訴訟を提起しており

ました。 

今般、当社において、本件土地の使用を継続する必要性、訴訟を継続した場合に増加する訴訟費用な

どの当社の負担等を勘案し、和解により早期に本件の解決を図ることが最善の策であると判断し、上野

製薬との間で、反訴も含めた本件訴訟全体の解決として下記３の内容を骨子とする裁判上の和解が成立

したことにより、本件訴訟は終了いたしました。 

 

２．和解の相手方の概要 

（１）名称：上野製薬株式会社 

（２）所在地：大阪市中央区高麗橋 2 丁目 4 番 8 号 

（３）代表者の役職・氏名：代表取締役社長 上野昌也 

 

３．和解の主な内容 

（１）上野製薬が、当社が本件土地の使用を継続することを認めること 

（２）当社が、上野製薬に対して和解に基づき 3,000 万円を支払うこと 

 

４．今後の見通し 

  今回の和解により、当社が引き続き三田工場においてレスキュラ®点眼薬等の原薬を製造していくこ

とが認められました。なお、今回の和解が当社業績に与える影響は軽微であります。 

 以 上 


